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▼
入
園
資
格
と
基
準

①
須
恵
町
内
に
居
住
し
、
次
の
期
間

　

に
生
ま
れ
た
幼
児

・
３
歳
児　

平
成
15
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
16
年
４
月
１
日
生

※
認
定
子
ど
も
園
（
西
幼
稚
園
・
第

　

一
保
育
所
）
で
は
３
歳
児
に
つ
い

　

て
、
平
成
19
年
４
月
か
ら
随
時
入

　

園
受
け
付
け
を
行
う
こ
と
に
な
り

　

ま
し
た
。

・
４
歳
児　

平
成
14
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
15
年
４
月
１
日
生

・
５
歳
児　

平
成
13
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
14
年
４
月
１
日
生

②
お
子
さ
ん
の
園
教
育
に
、
責
任
を

　

も
っ
て
協
力
で
き
る
保
護
者
あ
る

　

い
は
保
護
者
代
理
（
同
居
ま
た
は

　

近
く
に
居
住
の
祖
父
母
な
ど
）
が

　

お
ら
れ
る
家
庭
で
、
保
護
者
の
責

　

任
に
お
い
て
園
ま
で
送
迎
で
き
る

　

人
で
な
い
と
入
園
で
き
ま
せ
ん
。

▼
申
請
書
の
配
布
期
間
・
場
所

　

12
月
11
日
（
月
）
か
ら
15
日
（
金
）

ま
で
の
間
に
、
各
幼
稚
園
ま
た
は
役

場
子
ど
も
教
育
課
で
配
布
し
ま
す
。

▼
申
請
書
の
提
出
先
と
提
出
期
間

　

申
請
書
に
住
民
票
１
通
を
添
え
、

印
鑑
を
持
っ
て
12
月
18
日
（
月
）
か

ら
12
月
22
日
（
金
）
ま
で
の
間
に
、

入
園
を
希
望
す
る
幼
稚
園
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

・
東
幼
稚
園

　

☎
９
３
２
・
６
３
１
３

・
西
幼
稚
園

　

☎
９
３
５
・
４
７
５
５

・
南
幼
稚
園

　

☎
９
３
３
・
２
４
０
０

・
役
場
子
ど
も
教
育
課

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

▼
入
園
す
る
に
は
？

①
０
〜
３
歳
児　

従
前
ど
お
り
「
保
育
の
実
施
基
準
を
満
た
す
」

　

要
件
が
必
要
。

②
４
・
５
歳
児　

保
護
者
が
働
い
て
い
る
・
い
な
い
に
か
か
わ
ら

　

ず
受
け
入
れ
す
る
。

③
３
歳
児　

保
護
者
が
働
い
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
随
時
入

　

園
受
け
付
け
を
実
施
。（
定
員
25
人
）

　

入
園
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
が
該
当
す
る

募
集
要
領
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
兄
弟
姉
妹
児
に
つ
い
て
は
、
同
じ
要
件
（
募
集
要
領
）
で
の
受

　

け
入
れ
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。　

　

上
の
子
は
幼
稚
園
、
下
の
子
は
保
育
所
と
い
う
の
は
あ
り
え
ま

　

せ
ん
。
い
づ
れ
か
の
基
準
で
の
判
定
を
行
い
ま
す
。

　

平
成
19
年
４
月
か
ら
、
西
幼
稚
園
・
第
一
保
育
所
が
認
定
こ

ど
も
園
に
変
わ
り
ま
す
。

　

現
在
、
幼
稚
園
は
４
・
５
歳
の
２
年
保
育
、
保
育
所
は
保
育

の
実
施
基
準
を
満
た
す
０
〜
５
歳
を
保
育
す
る
施
設
で
、
別
々

の
施
設
で
保
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
認
定
こ
ど
も

園
で
は
混
合
ク
ラ
ス
で
教
育
・
保
育
を
実
施
し
ま
す
。

（
※
現
在
、
在
園
し
て
い
る
西
幼
稚
園
・
第
一
保
育
所
年
少
児

ク
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
運
営
し
て
い
き
ま
す
。）

　

認
定
こ
ど
も
園
は
、『
本
町
の
子
ど
も
』
と
し
て
情
緒
面
・

教
育
面
に
お
い
て
、
育
ち
の
保
障
と
し
て
環
境
の
整
備
、
幼
児

教
育
内
容
の
統
一
化
を
図
り
、
現
在
の
幼
稚
園
・
保
育
所
の
良

い
と
こ
ろ
を
活
か
し
な
が
ら
教
育
・
保
育
を
実
施
す
る
施
設
で
す
。

▼
利
用
料
は
？

　

料
金
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
現
在
の
授
業
料
・
保
育
料

の
算
定
で
決
定
し
ま
す
。

▼
給
食
は
？

　

現
在
、
幼
稚
園
は
お
弁
当
、
保
育
所
は
給
食
で
運
営
し
て
い

ま
す
が
、
認
定
こ
ど
も
園
で
は
完
全
給
食
を
実
施
し
ま
す
。

　
（
保
育
に
欠
け
な
い
要
件
で
入
園
の
人
は
、
別
途
給
食
費
月

額
３
０
０
０
円
が
必
要
で
す
。）

▼
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

　

認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
園
児
を
保
護
者
が
必
要
な
と
き

に
、
15
時
か
ら
18
時
ま
で
の
間
預
か
り
保
育
す
る
制
度
で
す
。

２
週
間
に
１
回
利
用
可
能
で
、料
金
は
１
時
間
３
５
０
円
で
す
。

▼
入
所
基
準

　

次
の
、
１
（
保
育
の
実
施
基
準
）

お
よ
び
２
の
条
件
を
満
た
す
場
合

に
、
入
所
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

１　

児
童
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、

　

次
の
い
ず
れ
か
の
事
情
に
該
当
す

　

る
た
め
、
そ
の
児
童
の
保
育
が
で

　

き
な
い
場
合
（
同
居
の
親
族
そ
の

　

他
の
人
が
、
そ
の
児
童
を
保
育
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
除
き
ま

　

す
）。

①
昼
間
に
居
宅
外
で
、
労
働
す
る
こ

　

と
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と
。

②
昼
間
に
居
宅
内
で
、
当
該
児
童
と

　

離
れ
て
日
常
の
家
事
以
外
の
労
働

　

を
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る

　

こ
と
。

③
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出
産

　

後
間
も
な
い
こ
と
（
母
親
の
出
産

　

の
理
由
に
よ
る
場
合
は
、
出
産
月

　

と
そ
の
前
後
２
か
月
の
約
５
か
月

　

の
保
育
実
施
期
間
と
な
り
ま
す
）。

④
疾
病
、
負
傷
、
ま
た
は
精
神
も
し

　

く
は
身
体
に
障
害
を
有
し
て
い
る

　

こ
と
。

⑤
長
期
に
わ
た
り
疾
病
、
ま
た
は
精

　

神
も
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
す

　

る
状
態
に
あ
る
同
居
の
親
族
を
常

　

時
介
護
し
て
い
る
こ
と
。

⑥
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の

　

災
害
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ

　

と
。

⑦
そ
の
他
、
町
長
が
認
め
る
前
記
の

　

事
情
に
類
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

２　

児
童
お
よ
び
保
護
者
が
、
須
恵

　

町
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

▼
募　

集

町　

立

▽
第
一
保
育
所
（
認
定
こ
ど
も
園
）

・
０
歳
児
（
10
か
月
過
）
〜
３
歳
児

　
（
定
員
60
人
）

・
４
・
５
歳
児
（
定
員
70
人
）

▽
か
や
の
保
育
所

・
０
歳
児
（
10
か
月
過
）
〜
５
歳
児

　
（
定
員
90
人
）

私　

立

▽
須
恵
め
ぐ
み
保
育
園

・
０
歳
児
（
４
か
月
過
）
〜
５
歳
児

　
（
定
員
１
２
０
人
）

▽
現
第
二
保
育
所
（
平
成
19
年
４
月

　

か
ら
民
営
化
）

・
０
歳
児
（
６
か
月
過
）
〜
５
歳
児

　
（
定
員
90
人
）

▼
保
育
時
間

　

保
育
時
間
は
、
７
時
30
分
（
須
恵

め
ぐ
み
保
育
園
・
現
第
二
保
育
所
は

７
時
）か
ら
18
時
ま
で
で
す
。
な
お
、

延
長
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
場

合
は
、
19
時
ま
で
保
育
を
行
い
ま
す

（
こ
の
場
合
、
別
途
延
長
料
金
が
必

要
で
す
）。

　

新
入
園
児
に
つ
い
て
は
、
精
神
的

負
担
を
少
な
く
す
る
た
め
に
入
園
か

ら
１
週
間
程
度
は
、
短
時
間
保
育
と

し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
書
配
布
期
間
・
場
所

　

平
成
19
年
１
月
５
日
（
金
）
〜
12

日
（
金
）
ま
で
の
間
で
各
保
育
所
ま

た
は
役
場
子
ど
も
教
育
課
で
配
布
し

ま
す
。

▼
受
付
期
間

　

平
成
19
年
１
月
22
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　

〜
26
日
（
金
）

▼
受
付
場
所

　

各
保
育
所
ま
た
は
役
場
子
ど
も
教

育
課
（
平
成
18
年
度
に
中
途
申
し
込

み
を
し
て
、
ま
だ
入
所
で
き
て
い
な

い
人
も
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。）

▼
問
合
せ
先

・
第
一
保
育
所

　

☎
９
３
５
・
０
５
０
４

・
か
や
の
保
育
所

　

☎
９
３
２
・
４
８
３
６

・
須
恵
め
ぐ
み
保
育
園

☎
９
３
６
・
２
２
２
２

・
第
二
保
育
所

　

☎
９
３
２
・
０
０
０
５

・
役
場
子
ど
も
教
育
課

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　

次
の
日
程
で
、
保
育
所
見
学
会
を

開
催
し
ま
す
。
園
児
の
生
活
状
況
を

見
学
し
て
い
た
だ
い
て
、
保
育
所
入

所
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

各
保
育
所
で
行
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
電
話
な

ど
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

▼
第
一
保
育
所
（
須
恵
高
校
前
）

・
日
時　

１
月
17
日
（
水
）

　
　
　
　

９
時
30
分
〜
11
時
30
分

・
内
容　

い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
！

▼
か
や
の
保
育
所
（
一
番
田
バ
ス
停

　

前
）

・
日
時　

１
月
19
日
（
金
）

　
　
　
　

９
時
〜
11
時
30
分

・
内
容　

い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
！

▼
須
恵
め
ぐ
み
保
育
園
（
須
恵
中
央

　

駅
近
く
）

・
日
時　

１
月
10
日
（
水
）

　
　
　
　

10
時
〜
11
時
30
分

・
内
容　

み
ん
な
で
あ
そ
ぼ
う
！

▼
第
二
保
育
所
（
新
原
工
業
団
地
入

　

口
）

・
日
時　

１
月
18
日
（
木
）

　
　
　
　

９
時
30
分
〜
11
時
30
分

・
内
容　

い
っ
し
ょ
に
あ
そ
ぼ
う
！

かやの保育所入園式

西幼稚園運動会　

第一保育所運動会


